亀山南学区のまちづくりに関する連携協定書 
 
亀山南まちづくり協議会（以下「甲」という。）及び　　　〇〇（以下「乙」という。）は、次のとおり亀山南学区のまちづくりに連携して取り組むことについて協定（以下「本協定」という。）を締結する。 
 
（目的） 
第１条　本協定は、甲及び乙が連携・協力関係を築き、亀山南学区において、共助の精神に基づき、楽しさややりがいを感じながら、地域の実情に応じた諸課題を解決することができる持続可能な地域コミュニティを実現することを目的とする。
 
（連携・協力する取組）
第２条　甲及び乙は、亀山南学区のまちづくりに関する取組について、連携・協力するものとする。連携・協力の具体的な内容、実施方法その他必要な事項については、その都度協議して定めるものとする。 

（情報保護） 
第３条　甲及び乙は、連携・協力に当たり知り得た情報について、事前に当該情報の関係する者それぞれの同意を得ずに第三者に提供し、又は漏えいしてはならない。 

（期間） 
第４条　本協定の有効期間は、協定締結日から５年間とする。ただし、期間満了の３か月前までに、甲及び乙のいずれからも更新しない旨の申出がない場合には、同一条件をもって１年間更新するものとし、以後の期間満了についても同様とする。 

（その他） 
第５条　本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた事項については、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。 
 		
本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙それぞれ署名の上、各１通を保有する。 
  
令和　　年　　月　　日 
 
 
甲  亀山南まちづくり協議会
  代表者　寺本　克彦       
 (署名) 　　
 
乙  株式会社○○
  代表取締役　○○　○○       
 (署名) 　　
 

